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ページ 掲 載 内 容

２・３ 募集(枕崎市職員募集～職員採用試験を実施／市立病院職員採用試験を実施)

４・５

募集(市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者／県立宮之城高等技術専門校入校生)、相

談(こころの健康相談会を開催／年金相談所の開設／税務署での相談はご予約を／確定申

告に関するご相談は、確定申告電話相談センター「０番」へ！)、お知らせ(国税が一時

に納付できない方のために納税の緩和制度があります)

６・７

お知らせ(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ／学校給食用物資納入業者

「指定願」受付開始／納税証明書を請求される方へ／医療費控除を受ける場合は「医療

費控除の明細書」の添付が必要です／給与所得の源泉徴収票のe-Taxによる提出について

／年金生活者支援給付金の手続きをお急ぎください／枕崎市消防出初式の開催について／

「年末火災予防特別警戒」を実施／令和２年中に取り壊した家屋及び未登録家屋の名義人変

更について)

８・９

お知らせ(年末年始の交通事故防止運動と地域安全運動を実施中／飲食店を営む事業者で新

たにテイクアウトでの販売を開始した方へ／女性がん検診(追加)を実施／税の申告に必要な

書類の準備はお済みですか？／65歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施)

10・11
お知らせ(年末年始のごみ・し尿の収集日程／使っていないチャイルドシートはありません

か／市役所庁舎内ＡＴＭの配置終了について)、南溟館イベント情報、キッズだより

12 まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで

令令令和和和２２２年年年

111222

１月の納税 固定資産税４期

市税休日納付・相談窓口開設日

１月 17 日(日)
午前８時 30 分～午後５時 15 分

・口座振替をされている方は、月末振替(土、日、祝日は翌日)となりますので、事前に残高確認

をお願いします。

・納税は、便利で安心な「口座振替」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関または市役所税務課で手続きをしてください。

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.5％、１カ月経過後は年8.8％)が加算されますのでご注意ください。

・毎月第３日曜日に、休日納付・相談窓口を開設しています。お気軽にご利用ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(72)1111 内線153
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枕崎市職員募集～職員採用試験を実施

■採用職種、予定人員及び受験資格

職  種 採用予定人員 受   験   資   格

一般事務職
【性別不問】

若干名
昭和60年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校
(同等資格を含む)以上の学歴を有する者または令和３年３月までに卒業
見込みの者

土木技師
【性別不問】

若干名

昭和55年４月２日以降に生まれた者で、次のいずれかの要件を満たす者
・学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含む)以上の学校で土木の学
科を履修し卒業した者または令和３年３月までに卒業見込みの者

・土木施工管理技士２級以上の資格を有する者

消防士
【性別不問】

若干名

①平成７年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校
(同等資格を含む)以上の学歴を有する者または令和３年３月までに卒
業見込みの者

②平成５年４月２日以降に生まれた者で、救急救命士の免許を有する者
※この他、身体検査について、次のような採用基準があります。
・裸眼視力または矯正視力が、両眼で0.7以上、かつ一眼がそれぞれ0.3
以上であること

・消防士として職務に必要な色覚及び聴力を有するもので、四肢、内臓
等に疾患がないこと

居住要件 採用後は、本市に居住できる者

欠格事項 前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。

①日本国籍を有しない者 ②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を

受けることがなくなるまでの者 ③枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年

を経過していない者 ④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

■試験の方法及び内容

試験は第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。

第１次試験 教養試験、性格特性検査(消防士は消防適性試験)、作文試験、専門試験(土木技師)、体

力測定(消防士※男女の体力差を考慮します)

第２次試験 面接試験(集団討論、個別面接)、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出)

■試験の日時及び場所

第１次試験 日時：１月24日(日) 午前８時30分～／会場：枕崎市市民会館(予定)

※新型コロナウイルス感染症対策のため、試験会場が変更になる場合があります。

第２次試験 日程：２月中旬を予定(第１次試験合格通知の際にお知らせします)／会場：枕崎市役所本庁舎

■受験手続き及び受付期間

受験申込書用紙の入手方法

①総務課職員係で直接入手、②市ホームページからダウンロード、③郵送請求で入手(郵送請求する場合は、返

信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)に切手(120円)を貼り、宛先(申込者住所等)を明記して同封してください)。

申込方法 受験申込書に必要事項を記入し、94円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(長形３号・120

㎜×235㎜)を添えて、申込先に提出してください。なお、受験申込書には、必ず写真を貼ってくださ

い。郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きしてください。

請求先及び申込先 〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市総務課職員係

受付期間 １月６日(水)まで

※受付は午前８時30分～午後５時(土・日、祝日、12月29日から１月３日までの期間は除く。郵送の場

合は、締切当日の消印まで有効)

・第１次試験合格発表は２月上旬までに、第２次試験合格発表は２月下旬までに受験者全員に合否結

果を文書で通知します。

・最終合格者は、令和３年４月１日付けで採用の予定です。なお、卒業見込みの者にあっては高等学

校等を卒業できない場合は、原則として採用を取り消します。

・給与は枕崎市職員の給与に関する条例に基づき、給料及び諸手当が支給されます。また、学歴、職
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歴等に応じて加算される場合があります。   

・試験会場では、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用をお願いします。

・試験前の２週間については、新型コロナウイルス感染防止に努めていただき、発熱等の症状がある

場合は、受験を控えていただきますようお願いします。なお、これを理由とした欠席者向けの再試

験は予定しておりません。

問合せ 総務課職員係 TEL72-1111(内線212)

市立病院職員採用試験を実施

■採用職種、予定人員及び受験資格

職  種 採用予定人員 受   験   資   格

薬剤師 １名

①薬剤師免許を有する者

②昭和36年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

看護師 ２名程度

①看護師免許を有する者

②昭和55年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

欠格事項

前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。

①日本国籍を有しない者

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまで

の者

③枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

試験の方法及び内容

教養試験、専門試験(看護師のみ)、作文試験、面接試験、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出)

■試験の日時及び場所

日時 １月29日(金) 午後１時30分～

会場 枕崎市立病院(日之出町230番地)

受験申込書用紙の請求及び提出先

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

※申込書は市立病院に備え付けています。郵送による請求の場合は、切手(120円)を貼った宛先明記の

返信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)を同封してください。

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

受付期間

12月21日(月)～１月20日(水) 午前８時30分～午後５時(土・日、祝日、12月29日から１月３日まで

の期間は除く。郵送の場合は、締切当日の消印まで有効)

合格発表 試験日後14日以内に、受験者全員に合否結果を文書で通知します。

採用 最終合格者は、令和３年４月１日付けで採用予定です。

給与 給与は、枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。

※枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、職員の定年は60歳とし、定年に達した日以後における最

初の３月31日に退職することとなります。

問合せ 市立病院管理係 TEL72-0303
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相   談

募   集

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者

希望者は、入居申込書(建設課備付け)に必要

書類をそろえてお申込みください。希望者が複

数の場合は抽選により決定します。また、抽選

日等は後日、申込者に連絡します。

■市営住宅

募集期間 １月８日(金)まで

募集戸数 ６戸

①権現団地403号【２階】(岩戸町407番地)

②権現団地505号【３階】(岩戸町405番地)

③岩戸団地104号【２階】(岩戸町526番地)

④桜山団地209号【３階】(桜山町540番地-１)

⑤亀沢団地512号【３階】(明和町75番地)

⑥小山平団地104号(園見本町267番地)

構造(間取り)

①～⑤＝中層耐火造３階建(３ＤＫ)

⑥＝簡易耐火造２階建(３ＤＫ)

建設年度 ①、②＝平成２年、③＝昭和63年、

④＝昭和58年、⑤＝平成６年、⑥＝昭和55年

家賃 ①、②＝17,500円～、③＝16,900円～、

④＝14,900円～、⑤＝24,900円～、⑥＝15,700円～

敷金 家賃３カ月分

入居資格

・現在、持家がない等、住宅に困っていること

が明らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族があること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が158,000円

以下であること(裁量世帯については214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

■特定公共賃貸住宅

募集戸数 １戸(随時募集)

遠見番住宅101号(岩戸町307番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成５年

家賃 40,000円／敷金 家賃３カ月分

入居資格

・自ら居住するために住宅を必要としていること

・現に同居し、または同居しようとする親族があること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以上487,000円以下であること

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

問合せ・申込み 建設課建築係TEL72-1111(内線336)

県立宮之城高等技術専門校入校生

令和３年度生一般選考(Ｃ日程)

木工・建築大工の技術技能の習得を目的とし

た入校者を募集します。

訓練科目 建築工学科、室内造形科

受付期間 １月13日(水)まで

応募資格

・建築工学科 高卒程度以上。高等学校を令和

３年３月卒業見込みの者を含む。

・室内造形科 義務教育終了程度以上。高等学

校または中学校を令和３年３月卒業見込みの

者を含む。

選考日 １月25日(月)

選考場所 県立宮之城高等技術専門校

選考方法 筆記試験(総合問題)及び面接

合格発表 ２月１日(月)

※詳しくは当校募集案内及びホームページをご

覧ください。

問合せ・申込み

県立宮之城高等技術専門校

〒895-1804 薩摩郡さつま町船木881番地

TEL0996-53-0207 FAX0996-53-0993

こころの健康相談会を開催

こころの不調や引きこもり、認知症などでお

困りのご本人、ご家族を対象に、臨床心理士に

よる無料相談会を開催します。

日時 １月21日(木) 午後２時～４時

場所 健康センター

申込締切 １月18日(月)

申込方法 相談は事前予約制となります。相談

をご希望の方は、電話で健康センターへお申し

込みください(希望者が多数の場合は、相談日

を調整させていただく場合があります)。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176
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お 知 ら せ

年金相談所の開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。ただし、新型コロナウイルス感染症予防

対策により、下記日程の年金相談については中

止になる場合がありますのでご了承ください。

詳しくは、市民生活課国民年金係にお問い合わ

せください。

日時 １月７日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談が

できない場合もあります。

※相談される方は、マスクの着用をお願いします。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年

金手帳・年金証書等)・印鑑などをお持ちく

ださい。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

■近隣市での相談も可能です。

１月14日(木) 南さつま市民会館第１会議室

１月21日(木) ちらん夢郷館専門技術研修室

２月４日(木) 指宿市役所第１会議室

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係

   TEL72-1111(内線144・145)

税務署での相談はご予約を

税務署での相談は、事前のご予約をお願いします。

国税について面談による相談を希望される場合

や相談内容により電話等での回答が困難な場合に

は、電話等で事前に相談日時等を予約した上で、

所轄の税務署において相談をお受けしています。

予約の際には、名前、住所、相談内容等をお伺

いします。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

確定申告に関するご相談は、確定申

告電話相談センター「０」番へ！

熊本国税局では、１月14日(木)から３月15日

(月)までの間、所得税、消費税及び贈与税の確

定申告に関する電話相談に対応するため、「確

定申告電話相談センター」を開設しています。

最寄りの税務署に電話していただき、音声ガ

イダンスに従って「０」番を選択した後、ご用

件をお話ください。相談会場や受付時間などの

お問合せについては、専用オペレーターがお答

えします。また、お問合せの内容によっては電

話を転送し、職員等がお答えします。

なお、おかけいただく時間帯によっては、つ

ながりにくい場合や少々お待ちいただく場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。

また、確定申告以外の国税に関する一般的な

相談は、「熊本国税局電話相談センター」をご

利用ください。自動音声案内によりご案内しま

すので、「１」番を選択していただくと、熊本

国税局電話相談センターの職員が相談をお受け

します。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

国税を一時に納付できない方のため

に納税の緩和制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により収

入が大幅に減少した場合や災害により財産に相

当の損失を受けた場合など、所定の要件に該当

するときは、税務署に申請することにより、

「納税の猶予」などの納税の緩和制度が適用さ

れる場合があります。

なお、「納税の猶予」などの納税の緩和制度

に関する詳しい内容や、申請に必要な書類など

については、国税庁ホームページ(https://www.

nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm)をご

覧いただくか、最寄りの税務署(徴収担当)にお

尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内
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新型コロナウイルスの影響により納

税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、市

税を納期内に納付することが困難な方を対象と

した「徴収猶予の特例制度」が創設されました。

この制度は、事業等の収入に相当の減少が生じ

た場合に、申請日から１年間に限り、納税を猶

予するものです。また、担保も不要となり延滞

金も免除されます。対象となる方の要件として

は、以下のいずれも満たす納税者、特別徴収義

務者が対象となります。

・令和２年２月以降の任意の期間(１カ月以上)

において、事業等にかかる収入が前年同期に

比べて概ね20％以上減少していること。

・一時に納付し、または納入を行うことが困難

であること。

申請期限 猶予を受けようとする市税の納期限

日まで(ただし、令和３年２月１日をもって本

制度は終了となります)

申請場所 税務課管理収納係、滞納整理係

※この制度は、税額そのものが減免されるもの

ではありません。ご利用をお考えの方は、事

前にお問合せください。

問合せ 税務課管理収納係

TEL72-1111(内線 153)

学校給食用物資納入業者「指定願」

受付開始

学校給食センターでは、令和３年度学校給食

用物資納入業者の「指定願」を受け付けていま

す。指定願用紙は給食センターに備え付けてあ

ります。

対象物資 精肉、調味料、青果、生鮮食品、冷

凍食品ほか(パン、牛乳は対象となりません)

提出書類 指定願用紙、最新の検便証明書の写し

申込期限 １月15日(金)

問合せ・申込み 枕崎市立学校給食センター

TEL72-3145

納税証明書を請求される方へ

税務署では新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、窓口の混雑を緩和するため、自

宅等のパソコンやスマートフォン及びタブレッ

ト端末を利用した納税証明書のオンライン請求

をお勧めしています。

また、２月、３月は例年、税務署の窓口が大

変混雑し、納税証明書の発行に時間がかかる場

合があります。お急ぎでなければ、なるべくこ

の期間の請求を避けていただきますようご協力

をお願いします。

詳しくは、e-Taxホームページ(https://www.

e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

医療費控除を受ける場合は「医療費

控除の明細書」の添付が必要です

医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書

から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申

告書に添付する必要があります。

医療費等の領収書(医療費通知に係るものを除

く)については、後日、税務署から提出または提

示を求める場合がありますので、確定申告期限

等から５年間、ご自宅等で保管してください。

詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.

nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署

にお尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

給与所得の源泉徴収票のe-Taxによ

る提出について

給与所得の源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用の

データと、支払報告書の電子申告(eLTAX)用のデ

ータを同時に作成し、給与所得の源泉徴収票は支

払者の所轄税務署、支払報告書は受給者の住所地

の市区町村へ一括送信することができます。

詳しくは、e-Taxホームページ(https://www.

nta.go.jp)またはeLTAXホームページ(https://

www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内
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年金生活者支援給付金の手続きをお
急ぎください

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入

や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生

活を支援するために、年金に上乗せして支給さ

れるものです。新たに対象となる方には、10月

上旬より日本年金機構からハガキ(年金生活者

支援給付金請求書)が送付されています。

ハガキが届いた方でまだ提出していない方は、

１月末(日本年金機構必着)までに提出してくだ

さい。

対象となる方でハガキが届いていない場合や

紛失した場合は、市民生活課国民年金係にご相談

ください。なお、昨年も受給しており、引続き支

給要件に該当した方は、継続して支給されます

(手続き不要)。また、支給金額が変更となる方に

は「支給金額変更通知書」を、不該当となった方

には「不該当通知書」を送付しています。

※２月１日までに請求書が届くようにご投函い

ただけなかった場合、３月分以降からのお支

払いとなり、８月分から２月分までの年金生

活者支援給付金を受け取れませんのでご注意

ください。

■対象者・条件

老齢基礎年金を受給している方

・65歳以上である

・市民税非課税世帯である

・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円

以下である

※上記３つの要件を全て満たしている必要があります。

障害・遺族基礎年金を受給している方

・前年の所得額が約462万円以下である

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

枕崎市消防出初式の開催について

新春恒例の消防出初式が、１月10日(日)に開

催されます。

今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため式典を中止し、表彰式を枕崎市市民会館で、

関係者のみで開催いたします。皆さんのご理解

をお願いします。

問合せ 消防本部消防総務課消防団係

TEL72-0049

「年末火災予防特別警戒」を実施

火気を使用する機会が増えるこの時期、市民

の皆さん一人一人に、改めて防火意識を高めて

もらい、火災の発生を防止するため、「年末火

災予防特別警戒」を実施します。

寒さが厳しくなり、何かと慌ただしいこの時

期、明るい新年を迎えるため「火の用心」をお

願いします。

なお、期間中は市内各地域において、消防団

と連携し、巡回による火災予防広報などを実施

します。

期間 12月25日(金)～31日(木)

重点要綱

・ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で

使用しましょう。

・ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火

を消しましょう。

・家具などの裏にあるコンセントプラグを清掃

しましょう。

・家の周りに燃えやすい物を置かないようにし

ましょう。

・外出前、就寝前には必ず火の元を確かめまし

ょう。

※｢住宅用火災警報器｣は10年を目安に交換をお

すすめします。

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL72-0049

令和２年中に取り壊した家屋及び未

登録家屋の名義人変更について

令和３年度固定資産税の課税業務に向けて家

屋の現況調査を行っています。

令和２年中に家屋を取り壊された方、売買・

相続等で未登録家屋の所有権変更のあった方は

届け出てください。

法務局で登記されている家屋を取り壊し、滅

失登記の手続きをされた方は市役所への届け出

は必要ありません。

新たに建物の新築や増築をされた方には、家

屋調査のお願いの通知を順次送付しています。

１月末までに通知が届かない場合には、連絡を

お願いします。

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156・157)
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年末年始の交通事故防止運動と地域

安全運動を実施中

現在、年末年始の交通事故防止運動と地域安

全運動を実施しています。運動期間は1月10日

(日)までです。この運動は、年末年始における

交通事故や事件等の発生を未然に防止すること

を目的としています。

■交通事故防止運動

スローガン 「年末年始 マナーアップで 事故防止」

運動の重点

・早朝、夕暮れ時、夜間における交通事故防止

・飲酒運転等の危険運転の防止

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシート、

自転車利用時のヘルメット着用の徹底

■地域安全運動

スローガン 「みんなでつくろう 安心の街」

運動の重点

・市民の生活を脅かす犯罪の未然防止

・子どもと女性の犯罪被害防止及び高齢者の安全対策

・住宅対象犯罪の被害防止

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

飲食店を営む事業者で新たにテイク

アウトでの販売を開始した方へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

外出自粛要請等の影響により、従来、店内での

食事の提供のみを行っていた飲食店が、新たに

テイクアウト(持ち帰り)での販売を開始するケ

ースが増えています。

この場合の消費税について、店内での食事の

提供は軽減税率の対象外(税率は10％)となる一

方で、テイクアウトでの販売は軽減税率の対象

(税率は８％)となり、売上げに対する消費税率

が複数に分かれるため、事業者の方は、取引ご

とに適用税率を判定する必要があります。

その上で、消費税の申告が必要な課税事業者

の方は、消費税の確定申告時に、税率ごとに消

費税額を計算することとなりますので、日々の

売上げを税率ごとに把握し、区分して帳簿に記

載(区分経理)しておく必要があります。

詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.

nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率

制度について」をご覧ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

    専用ダイヤル TEL0120-205-553

女性がん検診(追加)を実施

10月の子宮頸がん検診・乳がん検診を受診されなかった方を対象に、次の日程で追加検診を実施

します。完全予約制になりますので、検診希望の方は事前予約が必要です。

検診日 ２月６日(土) ／検診会場 健康センター

区 分 対象者 検診内容 料 金

子宮頸がん

検診

平成13年４月１日以

前に生まれた女性
視診・細胞診

・国民健康保険以外の方＝1,000円

・国民健康保険の方＝500円

乳がん検診
昭和56年４月１日以

前に生まれた女性

乳房Ｘ線撮影

(２方向)

・国民健康保険以外の方

１方向＝1,000円、２方向＝1,600円

・国民健康保険の方

１方向＝500円、２方向＝1,100円

※国民健康保険の方は、保険証を提示してください。

※令和２年度のクーポン券を送付されている方は、検診当日は必ずお持ちください。

※70歳以上の方、または市民税非課税世帯、生活保護世帯で証明書提示の方は無料です。

■電話による予約

博愛会健診事業部(相良病院) TEL099-224-1821／ヘルスサポートセンター鹿児島 TEL099-267-6292

※受付＝１月５日から13日(土・日、祝日を除く)までの午前９時～午後５時

■インターネットによる予約(24時間受付)

枕崎市ホームページから「女性検診」と検索する方法と、右記のＱＲコード

を読む方法と２通りあります。

問合せ 健康センター TEL72-7176



             ９

税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？

令和２年分の税の申告が２月から始まります。申告時間を短縮できるように領収書などをまと

めて集計するなど、早めの準備と確認をお願いします。必要書類が整っていない場合、当日に受

付できないことや長時間お待たせすることになります。

申告日程などの詳細は、広報紙１月号の折り込みチラシまたはお知らせ版１月号をご覧ください。

■営業所得、農業所得、不動産所得等を申告する方

必要書類 必ず事前に作成した収支内訳書や収入金額と必要経費をまとめた帳簿等をお持ちください。

準備の仕方

①売り上げなどの収入金額、仕入れや必要経費について帳簿やノート等に記載しましょう。

②必要経費は科目ごとに分類し、科目ごとの金額を合計して記載しましょう。

注意事項

・新型コロナウイルス感染症に伴う、国や地方公共団体等から支給された事業者向けの給付金や

助成金、協力金等は課税対象となりますので申告が必要です。

・収支内容をまとめていない方は、計算していただいてから申告受付となります。

・領収書やレシートは、ご自宅で保存してください。

■医療費控除を申告する方

平成30年度の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税

制の明細書」の添付が必要となりました。必ず事前に領収書を集計した医療費明細書をお持ちください。

※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

準備の仕方

①領収書を個人ごとに分けましょう。

②個人ごとに分けた領収書を病院や薬局ごとに分けましょう。

③「①、②」で分けた領収書ごとに１年間の支払った医療費を集計しましょう。

注意事項

・領収書を集計していない方は、計算していただいてから申告受付となります。

・対象月は、申告する前年の１月から12月に支払った医療費です。

・集計した領収書は５年間保存してください。

・補填された医療費があれば、その金額がわかるものをお持ちください。

■その他注意事項

・収入がない場合も申告は必要です。収入がない旨の申告をしてください(扶養対象親族は除く)。

・年度途中で退職された方や年末調整されていない方は申告が必要です。

・申告がない場合、所得証明書の発行や課税上不利益な取り扱いを受ける場合があります。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

65歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施

65歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施します。感染症法に基づき、対象者は65歳以上の方のみ

となっています。それ以外の方は受診できませんのでご注意ください。通知がきていない場合でも対象

の方は受診できますので会場にお越しください。受診料は無料です。

対象者 昭和31年４月１日以前生まれの方で、令和２年度肺がん検診、結核レントゲンを受けていない方

※令和２年４月以降に職場、病院等で胸部レントゲンを受けられている方は健診を受ける必要はありません。

健診日 会場 時間 会場 時間

１月15日(金)

妙見センター 9：30～ 9：55 市民会館 11：30～12：00

田布川公民館 10：05～10：30 別府センター 13：30～14：00

サン・フレッシュ枕崎 10：45～11：15 健康センター 14：20～15：00

問合せ 健康センター TEL72-7176
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年末年始のごみ・し尿の収集日程

12月31日(木)から１月３日(日)は収集を行いませんので、集積所にごみは出さないでください。

内鍋清掃センターへの持込みは、12月28日及び29日は午前中のみです。

年明けのごみの収集と内鍋清掃センターの受け入れは、１月４日(月)から始まります。

■ごみの収集日程及び内鍋清掃センターへのごみの持込みについて

月 日 収集するごみの内容 内鍋清掃センターへの持込み

12月26日(土) 燃えるごみ(市内全域) 通常通り

12月27日(日) 収集及び内鍋清掃センターは休み

12月28日(月) 燃えるごみ(市内全域) 午前中のみ持ち込み可

12月29日(火) 資源ごみ(枕崎・別府地区) 午前中のみ持ち込み可

12月30日(水) 燃えるごみ(市内全域) 持ち込みできません。

12月31日(木)

～１月３日(日)
収集及び内鍋清掃センターは休み

１月４日(月) 燃えるごみ(市内全域) 通常通り

■し尿のくみ取り業務

・年末 受付は12月25日(金)まで、くみ取り業務は12月28日(月)まで

・年始 １月５日(火)から

問合せ

・ごみの収集 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)

・し尿のくみ取り 枕崎清掃社 TEL72-1539

使っていないチャイルドシートはありませんか

市では、乳幼児の交通安全確保及び子育て支援の一環として、チャイルドシートの無料貸出を行っ

ています。

このチャイルドシートは、市民の皆さんがご家庭で使わなくなり、無償でご提供いただいたものを

活用しています。

チャイルドシートをご提供いただける方は、総務課危機管理対策係にご連絡ください。ただし、ベ

ルトやバックル等が正常に使用できるものに限りますので、ご了承ください。

また、チャイルドシート(ジュニアシートもあります)の貸出をご希望の際は、印鑑をお持ちの上、

総務課危機管理対策係にお申込みください。貸出期間は、最長２カ月です。

問合せ 総務課危機管理係 TEL72-1111(内線214)

市役所庁舎内ＡＴＭの配置終了について

市役所本庁舎本館１階に設置されている鹿児島銀行の現金自動設備(ＡＴＭ)については、次のとお

り配置が終了されることになりましたので、お知らせします。

最終営業日時 ２月10日(水) 午前９時～午後５時

※２月12日(金)、ＡＴＭ周辺(福祉課待合付近)は機器等の撤去に伴う工事作業のため危険ですので、

十分注意してください。

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

スズキコージの大魔法画展

第23回日本絵本賞受賞の「ドームがたり」や

新作の絵本「そもそもオリンピック」の原画を

展示します。アーサー・ビナード作スズキコー

ジ画の作品です。

会期 ２月14日(日)まで

会場 南溟館

観覧料 無料

■アーサー・ビナード(詩人)の読み聞かせ

日時 １月９日(土)、11日(月・祝)

午後１時30分～、３時～

定員 各30人(当日受付)

令和３年度南溟館貸館等について

南溟館では、市民の皆さんが美術、芸術に関

する展覧会の開催や作品の創作、また会議等の

場として使用できる創作室等の貸し出しを行っ

ています。利用の計画がありましたら、下記期

日までに南溟館までお問い合わせください。

申込締切 ２月19日(金) 午後５時まで

※12月28日(月)から１月４日(月)まで南溟館は

年末年始の休館となります。

キ ッ ズ だ よ り
問合せ 子育て支援センターキッズ

        TEL72-0382

子育て支援センター「キッズ」では、乳児ま

たは幼児及び保護者が相互の交流を行う場を開

設しています。子育て中の親子であればどなた

でも無料で利用できます。

場所 立神海の風こども園(中央町261)

開放日 毎週月～金曜日

開放時間 午前８時30分～午後１時30分

1月の行事(午前10時から)

８日(金) 凧作り

13日(水) ママの為の有酸素運動

15日(金) 誕生会

19日(火) 園庭遊び後試食会(要予約)

20日(水) ベビーマッサージ(要予約)

22日(金) ばぶちゃんデー(１歳半未満児)

26日(火) ハッスルキッズデー(１歳半以上児)

27日(水) ママちゃれんじデー

    羊毛フェルト(要予約)

28日(木) 音楽遊び

※新型コロナウイルス感染症の影響により、活

動を変更、または中止することがありますの

で、予めご了承ください。

※要予約の活動は、３密を避けるため少人数限

定になっていますので早めに申込みください。

※19日の園庭遊びが雨天の場合は、キッズルー

ムで遊びます。

※22日、26日は、どちらとも鬼のお面作りです。

※活動の内容は変更する場合もありますので、

予めご了承ください。

※12月29日から１月３日は年末年始のお休みで

す。
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日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

４日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

12日(火) 初妊婦講座 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

15日(金)
市民あいさつ運動

の日

市民全体で声かけ・あいさつに

取り組みましょう

生涯学習課

72-2221

17日(日) 鬼火焚き
田布川 18:00～20:00

【対象】小・中学生、一般

金山地区公民館

72-9690

18日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

21日(木)

子育てサロン 健康センター 9:45～11:40
健康センター

72-7176

◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

27日(水) 献血
市役所東側駐車場

9：30～11：45、13：00～16：00

健康センター

72-7176

29日(金)

◎高齢者と別府小

１年生との交流

「むかしの遊び」

別府小学校 9:30～11:00

【対象】別府小学校１年生

別府地区公民館

76-2010

※ 行事の予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等により、

中止や延期となる場合がありますので、ご了承ください。

■謎かけの答え はもの（刃物・葉物）

まちのカレンダー

市政へのご意見・提言の窓口
〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp

市ホームページ http://www.city.makurazaki.lg.jp

１ 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


